
教職協働の成立・展開・展望

－39－

特集

教職協働の成立・展開・展望
― 大学改革のエンジンにするために ―

西　川　幸　穂

要　旨
教職協働は、これまでの大学の改革と発展において重要な役割を果たしてきた。その成
立から展開について筆者の所属する大学を例にとり、協働の内容と質がどのように変化し、
支援的補助的なレベルを超えて、職員が固有の役割を発揮するように高度化してきたかを
検証した。しかし、将来の大学の姿を展望した場合、大学を取り巻く環境の変化から、現
在の教職協働をいっそう深化・成長させるには、これまで取り組めていない領域への挑戦
を含め、飛躍的発展が求められる段階にあることも指摘した。教職協働への新たな取り組
みについて事例を挙げて、厳しい環境にあっても、引き続き大学改革のエンジンとして機
能し続ける取り組みに職員自身が挑戦していくことの重要性を述べた。
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はじめに

今日の大学・学校法人の運営にあたり、「教職協働」という言葉は一般的に使われている言葉
であり、教育研究、学生生活、あるいは管理運営にとって、積極的な意味をもって理解されてい
る。これは、民間企業と異なり、組織のなかに教員と職員という大きく 2つの職種が存在するか
らこそ、「協働」という概念が成立するのである。建学の精神や教育研究の理念を実現するという、
教員・職員共通の目標に向かって、それぞれが役割を発揮していく際に、協働は不可欠な営みで
ある。
それでは平素より我々教職員が用いている「協働」とは、具体的にどういうことを指すのかと
いう点では、大学・学校法人それぞれの成り立ち、学部構成や立地などの違いにより、大きな差
異がある。また時代の変化のなかで、協働のあり方も大きく変化している。
本稿においては、教職協働がどのようにして成立していったかについて概観したうえで、筆者
が勤務する大学・学校法人において、どのような過程を経て教職協働が確立し、またどのように
変化してきたかを振り返り、厳しい環境におかれる今日の大学・学校法人においてどのような教
職協働を創り上げていけばよいかを、考察してみることとする。なお、以下に述べる教職協働は、
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大学を念頭においたものであり、それは、初等中等校においては合致しない点があることを断っ
ておきたい。

1．共同・協同・協働

大学において、教職協働という言葉は一般的に使われているが、社会的に広く浸透している言
葉とは言い難い。構成される文字を見る限り、教員と職員が協力しあって働くことであると理解
され、これは同一組織のなかで、同一理念を実現するために働いている以上、自明のことであり、
疑問を挟む余地はない。
筆者が知る限り、教職協働の「きょうどう」という言葉は、「共同」「協同」という漢字が使わ

れていた時期もあり、「協働」という漢字を主として当てるようになったのは、1990 年代以降で
あると推測され、後述するが教職協働が本格展開する時期と重なる。「協働」とは「協力して働
くこと」（『広辞苑 第五版』岩波書店）、「一つの目的を達成するために、各部分やメンバーが補完・
協力し合うこと」（『新明解国語辞典 第六版』三省堂）、「一定の目的が共有されたうえで、協力
的な作業が行われること」（『現代社会学事典』弘文堂）とされており、一般的な概念ではないが、
行政や NPOの現場で、パートナーシップのあり方を表現する概念として少しずつ普及がすすん
でいるといわれている。一方、「共同」は「二人以上の者が力を合わせること、二人以上の者が
同一の資格でかかわること」（『広辞苑 第五版』岩波書店）、「二人以上の人が仕事を一緒にする
こと、二人以上の人が同資格・同条件で関係すること」（『新明解国語辞典 第六版』三省堂）で
ある。「協同」は「共同」とはほぼ同義であるが、「力を合わせて」「助け合って」という意味合
いが強くなり、例えば通例、「共同研究」とはいうが「協同研究」とは言わないところに、その
違いが現れる。また「協同」と「協働」との違いは、そこに「働く」という意味が込められてお
り、大学・学校法人で働く教員と職員との関係を説明するには、「協働」が最適であるというこ
とであろう。とりわけ NPO法人などを含めて非営利組織が社会から注目される状況にあって、
構成員の関係性や他組織とのつながりを示す表現として「協働」という言葉がクローズアップさ
れ、大学・学校法人ともその性格に共通性があることから、「教職協働」が定着したものと見ら
れる。
「協働」を考える場合、教員と職員との間でその役割や位置づけにおいて明確な違いがあるか
らこそ「協働」の必要性が生まれるが、その両者の違いはどこにあるか、そしてどのようにして
「協働」するかが課題となる。大学・学校法人において「協働」の成立から歴史的な経緯・展開
についての検証を踏まえて、「教職協働」について論じることとする。

2．教職協働の成立の背景

（1）職員業務の成立
教職協働はどのような経緯で成立したのかについての研究例は見当たらないが、基本的には学
校運営がどのように行われてきたか、そのなかで学校の主たる担い手としての教員がどのような
役割を果たしてきたかを分析することによって、検討してみることとする。
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そもそも学校の国語的意味は、教育を行なう場所あるいは環境を指し、そこには最低限の構成
要素として「教える人」と「学ぶ人」が存在する。学校の原点はいうまでもなく、教育者（教員）
と教育対象者あるいは被教育者（学生・生徒・児童）とによって構成され、教育者が被教育者に
対して教育を施す場所であり環境である。このように学校の原点に返れば、教育者は教員のみで
足りるのであって、職員という職種は、教育の営みが変化、高度化することによって必要とされ
確立してきたものである。学校教育法においては、教員・職員とも置くことが規定されているが、
大学においては「重要な事項を審議するため、教授会を置かなければならない」（第 93 条）とし
ているのは教員の役割を踏まえている。
ではどのような場合に職員が必要とされるのか。学校の発展により、その規模（学生・生徒・
児童数）が拡大し、教育内容・水準・方法の多様化が進み、国民の教育に対する関心や社会的な
期待が高まるなかで、教育の原型（「狭義の教育」）を超えて、それを円滑かつ充実させるための
環境・条件整備などの取り組みが必要となり、「広義の教育」の概念が形成されてきた。その中
心的担い手として、大学・学校法人においては職員という職種が確立していったものと見ること
ができる。一方、初等中等校においては、そうした「広義の教育」についても教員（教諭）が担
うことが一般的である。これは「狭義の教育」と「広義の教育」を機能的に区別することが、教
育の目的との関係で適切でないことによるものであり、この結果、高等教育校に比して、構成員
のうち職員の比率は格段に低い実態となっている。

（2）教職協働の成立
職員の業務は、その形態から見れば事務職員といわれているとおり、事務室内において事務を
遂行する（「事務を執る」）ことが基本であるが、その機能は「広義の教育」業務ということがで
きる。もちろん法人業務など教育の現場とは直接的な接点のない領域もあるが、「広義の教育」
として「狭義の教育」を支える様々な施策を執行し、条件や環境を保持していくという点では、
教育を直接的に担う教員との共通性が見い出せる。すなわち、第一は被教育者の学びの充実や人
間的成長に寄与することであり、第二は学校の充実・発展に寄与するということである。立命館
大学においては、前者は「学生中心の視点」あるいは「学習者中心の学び」などという形で重視
してきており、後者は建学の精神や教育研究の理念の実践を通じて社会に有為な人材を輩出し、
社会に必要とされる大学づくりを進めるという取り組みにつながっている。
逆に言えば、教員・職員はそれぞれ業務の形態、果たす役割は異なっているが、共通する上記
の組織目標を実現していくうえで協働は重要であり、さらにそのあり方、実践次第では、組織目
標の達成のレベルを引き上げる要素になりうるものである。
このように、職員業務と教職協働の成立からみて、教職協働のあり方について、理念的に整理
をすることは容易である。しかし、教育の根幹を占める教員のスタイルやアプローチは千差万別
であり、学問領域とその特性によっても大きく異なる。また教育の前提となる研究活動に関して
はさらに多様であり、それぞれの教員に委ねられている。したがって教育対象である学生に合わ
せて教員間で教育研究スタイルを自主的に調整されることは、低回生向けの演習など一部の科目
を除いて通常あまり行われて来なかった。その背景には、教育研究の自由や大学の自治があり、
これらを前提とすることは当然であるとしても、異なる専門分野をもつ教員が相互に調整し合っ
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て、教育方針や授業のあり方を考えていくというプロセスが自然発生的に成立することは考えに
くい。教育研究の自由を保障することと、学生の成長や学校の充実・発展に寄与することを両立
させる方策のひとつとして、教職協働は重要な役割を果たすことが期待されている。「広義の教育」
を支えるだけではなく、「狭義の教育」においても職員が果たすべき役割、果たすことが求められ
る役割があり、職員がその役割を発揮することを通じて成立する協働が期待されている。こうし
たことを前提に、教職協働の展開について、ふたつのアプローチから考察してみることとする。

3．教職協働の展開

教職協働が展開することによって、学生の成長や学校の充実・発展に寄与することは、前述し
たとおり明らかであるが、実際、大学・学校法人運営のなかで教職協働が注目されたのは、一般
的には 1990 年代以降であった。日本の大学においては、戦後の高度経済成長や社会の発展のな
かで高等教育進学人口は急速に増え、ユニバーサル化といわれる段階に入っている。高等教育は
一握りの人に対するエリート教育ではなく、大衆化された。1960 年代には学園紛争の勃発など
厳しい局面に対峙することもあったが、全体として順調に発展を遂げてきた。しかし、戦後一貫
して日本の高等教育はその約 7割を私学に依存しているにも関わらず、私学助成の現状などから、
マスプロ教育、ST比など教育研究条件面では厳しい環境に置かれ続けてきた。私立大学では、
その中でも国公立大学との格差や学費依存率の高さから、それぞれの魅力を発揮し選ばれる大学
となるべく、カリキュラム改革などの教育高度化の取り組みや、その前提となる研究活動の充
実・工夫など、不断の取り組みがなされてきた。ただし、18 歳人口の動向や社会状況から、大
学入学希望者が増加する傾向が続いてきたことを背景に、経営上の特段の工夫や努力の必要性が
今日ほど顕在化しないまま、推移してきたといえよう。
1992 年に 18 歳人口はピークを迎え、その後急激な減少期に突入していくことになるが、それ
でも大学進学率の上昇が大学入学希望者の維持・拡大を支えてきた。しかし 2000 年代に入り大
学進学率上昇の要素は、地方都市を中心に一定の期待は見込まれるものの、これまでの大学をめ
ぐる環境、すなわち拡大基調のもとでの大学改革から、縮小もしくは現状維持基調のもとでの大
学改革にステージが移行し、改革の内容だけではなく、改革の仕方を改革することが求められる
環境になってきている。改革の仕方を変えるには様々な要素が考えられるが、少なくとも、現状
を前提として（整理・縮小せず）改革によって規模や要素を付加（拡大）していく、あるいは社
会的要請や学問的な展開があればそれに取り組むことによって財政的な裏づけを担保する、など
としてきたこれまでの改革手法は通用しなくなりつつある。
教職協働のあり方を考える場合には、そうした高等教育がおかれている環境変化のなかで、ど
ういう機能が求められているのかという点に注目しなければならない。すなわち、1990 年代か
ら 2000 年代にかけて各大学・学校法人で進められてきた教職協働の展開を、厳しい環境のなか
でも、それが学生の学びや成長、大学の発展に寄与するものにステージアップしていくことが必
要であり、これは教職協働の質転換ともいえるものかもしれない。その前提として、この 2000
年前後までに積み上げられてきた教職協働の蓄積について考察することとしたい。
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（1）身分論としての教職協働
職員の業務は、すでに述べたようにもともと教育の営み、教員の業務から、分化してきたもの
と解することができる。すなわち学生の学びや成長、大学の発展に資するためには、元来、教室
という空間における教員による授業の実施だけではなく、教育研究を中核にして、入試、就職、
図書館、情報システム、研究支援などの教育研究を支える業務、さらには総務、財務、企画、人
事などの管理的業務が、総体として機能することが求められる。大学の営為のコアである教育を
中心にして、そのまわりに拡がる外延的な業務を、職員および職員組織が分担してきた。
ただし 2000 年前後まではその時代背景から、職員が担ってきた取り組みの充実・発展に対す
る主体的な改善や努力がなくても、大学入学人口の増加・拡大に後押しされ、受験生が集まり入
学定員を確保でき、私立大学として大学運営・経営することができてきた。すなわち「狭義の教
育」が機能していれば、大学は財政的な困難に直面することもなく、持続的な運営を可能とする
条件を整えることができたのである。教員は教育手法などにおいて特段の制約を受けることもな
く自由な教育研究活動を進めることができ、職員は与えられた事務さえ正確に執れば、教職員と
しての処遇が保証されていたため、民間企業に比して改革意欲が育まれにくい環境下にあった。
大学として「平和な時代」であったといえよう。教職協働の意義は理念として理解されていたが、
それを推進することを最重要課題のひとつとして位置づけて取り組むことがなくても、社会の右
肩上がり環境に後押しされて大学は維持・成長を遂げることができたのである。
これを働きがいという観点からみると、同じ大学という社会的環境のもとにあっても教員と職
員とでは大きな違いがある。教員は自分の関心を基礎に自由に教育研究に取り組む一方、職員は
与えられた業務を日々淡々と消化するという環境におかれ、同じ大学構成員でありながら、その
位置づけや身分は大きく異なっていた。過去においては家業との兼業や、プラスアルファの収入
源として大学に勤務していた職員もあったようであるが、そうした人たちにとっては職員業務が
「定型的で時間の読める仕事」であることは非常にメリットがあった。しかし、教員と同じ大学
というフィールドで、定型的かつ受動的な仕事を超えて、組織の目標にコミットしたい、教員と
同様に一定の裁量をもって創造的に働きたい、学生や教員あるいは社会発展の役に立つという実
感を持ちたいしそうしたことが十分できうる、と考えた意欲の高い職員も多数存在したのも事実
であろう。職員が働きがいのある仕事をしたい、教育に直接・間接に接点をもつ業務に就くこと
により大学で働くことを実感できる仕事がしたい、という内発的要求があったということである。
ただ教員は、特に教育研究を自由に行う環境が保証されていたので、一般的に職員のそうした要
求に積極的な関心をもつことはそれほど必要ではなかった。そうした環境のなかで、職員側から
「職員のあるべき姿」「職員論」「職員像」などの議論が開始され、その蓄積と時代の変化のなか
で徐々に教員にも浸透し理解され、教職協働が成立することにつながっていったと考える。
この特徴点は、教職協働が、①職員業務の働きがいづくりという観点から出発したものであり、
教員から要請が高まったことにより動き始めたものではない、②教育の中心は教員であるという
学校における宿命的な環境のもとで、職員自身がその存在意義を明らかにし、大学における地位
を高めようとしたものである、③こうした動きの中で、教員も職員のそうした意欲を受け止めて、
これまで教員が営んできた業務のなかで教員でなくてもよいものについて、職員が教員を支援す
る形で業務として引き受けたものである、ということに集約される。もちろん個々の教員・職員
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の意識は多様であり、一概にそのようにいえない面はあるが、現時点から教職協働の経緯を踏ま
えて振り返ってみれば、概ねこのように成立したとみることができ、これを本稿では「身分論と
しての教職協働」と称している。

（2）機能論としての教職協働
「身分論としての教職協働」が職員業務の実態から考察したものであるのに対して、職員業務
の理念的な観点から教職協働を捉えることもできる。職員業務の成立で述べたように、大学・学
校法人の運営業務は、学校という環境下で行われる教育の営みから分化したものである。この分
化の過程は、大学教育に対する社会の要請や国民の期待に応える形で、大学に求められるものが
飛躍的に拡がり、大学教員に教育研究の自由が保証されていたとしても、それ以外に担わなけれ
ばならない業務が増え、その担い手が必要とされた。それを教員でない大学構成員としての職員
が担うことになったものと考えることができる。
職員業務の成立と並行して、それらの業務が大学や学校法人運営の法律や仕組みに沿って体系
化、明確化されるなかで、それぞれの業務における職員の役割が明確にされていった。こうした
整理を通じて、教員と職員とが同じ大学構成員としての達成目標を持ちつつ、一方で両者の違い
を明確にして、今日の職員業務の骨格が確立した。とりわけ教育研究関連業務に関しては、教員
業務と非常に接点が多く、教職協働の実態は多様に展開していくこととなるのである。取り扱う
学問特性の違い、歴史的な経緯なども反映して、立命館大学においては、同じように学部事務室
業務を担うとしても、学部によって教務事務の進め方は異なり、効率性、合理性、正確性の観点
から標準化が課題となっている業務もある。このほか外延的な業務であっても教員とのつながり
の濃淡はすべてに存在している。それぞれの業務の性格等によって教職協働のあり方は大きな差
が存在する現状にある。
本来、大学としての目標を達成するために、その構成員である教員・職員が協働することは自
明のことであるが、ここで重要な点は、教員、職員それぞれの機能や役割が異なるからこそ成立
するものであるということである。そしてその成立の特徴は、①教員業務の変化・拡大をベース
にして教職協働で担う業務が規定されている、②職員という職種にふさわしい業務であるからで
はなく、「教員でない大学構成員」としての職員が教員の求めを受けてその業務を担っている、
③したがって、必ずしも職員の主体的内発的な取り組みの中から確立したものではない、などを
挙げることができる。これは教職協働が大学の機能発揮という点に着目して発展したとする見方
であり、本稿においては、前述した「身分論としての教職協働」に対比して「機能論としての教
職協働」と称している。

（3）教職協働の展開の実際
教職協働を「身分論」「機能論」として説明したが、実際にはこれらが複合的に作用して今日
に至ったといえよう。「身分論」では職員の内発的な要求を満たすことはできず、「機能論」とし
て職員業務が分化・確立することと相俟って、教職協働が成立したと見ることができる。その一
方、「機能論」では、職員の主体性は育まれず、教育研究機関としてのダイナミズムを生み出す
担い手となることはできない。したがって「身分論」がバネになって教職協働が開花したとも見
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ることもできる。
しかし重要なことは、教育の現場は、「教員が教える」から「学生が学ぶ」へと変化してきた

ことによって、学生には主体性や内発性、あるいは自律性が強く求められる。つまり教職員は日
頃向き合う学生に対して、日常的に自主的な学習態度の涵養を求めてきている。それは社会がど
のように変化しても、自ら主体的に関わって解決していく姿勢が強く求めているからである。教
育を通じて社会に有為な人材育成を行うことを目標とする大学・学校法人においては、教員・職
員を問わず、学生に求める姿勢と同等もしくはそれ以上の主体性や内発性、自律性が求められて
いることはいうまでもない。この教職協働の成立過程においてもっとも重要なことは、職員自ら
が業務の改革・改善を通して、教育研究や学生の成長、大学の発展に寄与する主体のひとつと
なったことである。後述する立命館大学の教職協働の変化は、大学づくりの「担い手としての職
員」として確立していくプロセスであり、それが 1980 年代以降の大学改革の実際を生み出す力
になったと考える。

4．教職協働の変化

教職協働の成立について外観したが、ここでは現実の教職協働がどのように機能してきたのか
について、1970 年代から今日までの変化を考察することとしたい。建学の精神や教育研究の理
念がそれぞれの大学によって異なり、歴史的な背景、学部構成などによって教員・職員がそれぞ
れ果してきた役割が異なるので、後述する立命館大学の事例は一例に過ぎないが、そのプロセス
を理解するうえでの助けとなりうるものと考えて提示し論評している。

（1）1970 年代までの教職協働
日本の戦後の経済成長は著しく、大学はそれに追いつく形で成長しようとしていた時期である。
大学においては 1960 年代から学園紛争が吹き荒れ、正常な大学運営に困難をきたす時期が続い
た。こうした大学の危機ともいえる状態にあって、大学教職員の使命は、教育研究の推進、学生
の成長以前に、まず大学を守り、その大学としての営みを維持することであったということがで
きる。その点では教職「協働」ではなく、教職「共同」の時代であった。
イデオロギー上の対立はともかく、大学が正常に運営できない状況下にあって、教員、職員は
その立場に関係なく、どのようにすれば正常な運営が可能かということに知恵を絞り続ける毎日
であったといわれている。立命館大学においては大学構成員として重要な役割を果たしてきた生
協職員も同様の立場で、学園紛争に対して毅然とした態度で臨んだ。こうした不退転の決意で、
大学の営みを破壊する行為に立ち向かい、正常化に向けて取り組んだ経験は、職種を超えて強固
な絆で結ばれることとなった。立命館大学における学園紛争の凄まじさは全国有数であったこと
は様々な文献で紹介されているが、それぞれの所管する業務以前の、まずひとりの大学構成員と
しての強固な帰属意識と、厳しい環境下で教職員相互の深い人間関係が形成されたといえよう。
立命館大学においては、これが 1980 年代以降の教職協働を進めていくうえでのきわめて大きな
基盤になったのではないかと振り返ることができる。ここで学ばなければならないことは、厳し
い体験、苦難の事態にどう向き合い、克服し打開するかということが、その回復の道のりに大き
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な影響を及ぼすということである。立命館大学にとっては大きな教訓であり、これが皮肉にも教
職協働の出発点のひとつとなり、第一の基盤になったのではないかと考える。

（2）1980 年代の教職協働
学園紛争を経て、本格的な学園創造期に入ろうとする立命館大学では、職員自身が大学を守る
だけではなく、成長・発展させていく原動力になろうという意識が形成されてきていたと見るこ
とができる。1980 年代前半から検討が開始された第三次長期計画策定の過程では、教員のみで
はなく職員も一構成員として参画したこと、業務会議制度の定着によって政策立案プロセスに組
織的にコミットすることができたこと、などを挙げることができる。こうした過程のなかで、職
員自身が業務を「事務」という業務形態で見るのではなく、その「機能」に着目して教育研究の
前進、学生の学びや成長に関わるという、いわば「教育労働」としての視点が育まれた時期で
あった。
こうした状況を象徴的に示す特筆すべき取り組みは、立命館大学においては入試改革であった。
元来入試は、入学試験委員会の統括のもと、厳正かつ適切に執行することが基本におかれ、多く
の志願者から入学者を選抜するためのしくみであった。すなわち入学試験は大学側が受験生を選
抜するための機能であった。1980 年代半ばでは 18 歳人口が増加している状況下にあるにも関わ
らず、残念ながら立命館大学では志願者の減少が進んでいた。これが引き金となり入試改革に取
り組みはじめることとなり、象徴的には「大学（選抜する側）中心から受験生（受験する側）中
心へ」と大きく舵を切ることとなった。作問や入試執行、採点や合否判定など、教学に直接的に
関わる業務には手をつけることなく、①入試広報の抜本的見直し、②多様な入試制度の展開、③
全国入試の展開（地方試験場の積極的拡大）などを、次々に開始した。
この取り組みにより、1980 年代後半から受験生は増加に転じ、多くの他私学にも大きなイン
パクトを与えることとなった。ここで重要なことは、大学が抱える問題点、すなわちこの事例の
場合は志願者減という深刻な問題に対して、職員の問題として主体的に捉えて改善できることを
思い切って提案するという姿勢が示されたことである。さらに、入試担当部局は業務経験豊富な
職員で構成されていたが、当時予備校で勤務経験があった人材を外部から登用することによって、
これまでの大学目線とは異なる視点で改革の切り口が提起され、それが職員組織全体に大きな刺
激を与えるとともに、学生（受験生）の反応にも手ごたえを感じることができ、大学の発展に寄
与できるという自信につながっていった。
この取り組みは、広い意味で教職協働であるが、むしろ教職協働をスムーズに進める契機とし
て第二の基盤であると位置づけることができる。すなわち、教育研究や学生生活の充実は、教員
が行なう、教授会が考えることではなく、職員がその立場や所管する業務からも十分に考え施策
を展開することができるものであることを明らかにした。立命館大学においては、もともと「身
分論」で説明した職員の地位向上や働きがいを求める内発的な風土があり、この入試改革はそれ
を開花・顕在化させる大きな契機となった。そしてこれは、入試改革だけではなく、1990 年代
の産学連携拠点としてのリエゾンオフィスの確立（後述）や、学生の就職をキャリア形成のなか
で位置づけてキャリアセンターとして改革・再編成したことなど、多くの分野に拡がった。こう
したことが、1990 年代から本格展開する教職協働の基盤となったと見ることができる。
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（3）1990 年代の教職協働
立命館大学において教職協働が本格的に社会化したのは、産学連携を推進する「リエゾンオ
フィス」の発足であった。立命館大学はびわこ・くさつキャンパス（BKC）開設に際し、地元滋
賀県および草津市から総額 130 億円もの助成を得たが、その背景には滋賀県が工業県であり、理
工系学部の進出によりその県勢をさらに強めたいとの考えと合致したことによって成立した「大
型公私協力」があった。理工学部の拡充移転に際して多大な経費を要することから、当時から企
業等の寄付を強力に呼びかけていた。しかし折りしもバブル経済が崩壊し、企業との関係につい
て金銭の寄付によるつながりだけではなく、共同での技術開発、技術者の受け入れや施設装置な
どの譲り受けなど、多様なネットワークを形成することにより、多様な支援を得られる取り組み
を開始することとし、これを「リエゾン活動」と称して積極的に展開してきた。そのために、当
時の理工系教員と事務局を務めた職員がペアで地元を中心とした企業 300 社以上に足を運び、大
学として企業に貢献できる提案活動を進めた。これにより、地元企業との多くのつながりが生ま
れ、共同研究、受託研究などが大きく伸びることとなり、各新聞の経済面、地域面で何度も取り
上げられた。
この取り組みについて、教職協働の観点から重要なことは、次の 3点である。第一は、教員と
職員とがペアで企業訪問し、その結果を受けて共同研究が成立する過程で、契約事務、特許の管
理、プレゼンテーションの準備など教員と職員とが協働することの必要性をお互いに実感したこ
とである。産学連携は、全教員が一律に行うことのできるものではないが、教員が職員の役割の
重要性を理解し、それを企業訪問を通じて実感として確認でき、また全学で共有できたことは、
大きな成果であった。第二は、教員どうしの連携の構築である。同じ学部であっても学科が異な
れば共同研究する機会もなかった教員が、産業界のニーズに応えることを通して新たな研究テー
マでの産学連携によって、実は学内連携（学学連携）をも生み出したのである。これを逆から見
れば、企業と大学の結びつきについて、一人の学者としての教員個人と企業との関係であったも
のを、職員がそこに加わることによって、大学（という組織）と企業（という組織）の連携にま
で発展させることができ、さらなる連携の可能性を拡げた。元来職員業務は、教員の教育研究と
異なり、組織（部や課）に所属して、組織としての目標に挑む、という性質を有しているが、そ
の職員組織の特質によって研究の発展に寄与できることが明確になったことは、特筆すべき事柄
である。第三に、その産学連携が学内の教育研究の活性化に寄与したことである。教員間の連携
や新しい共同研究を引き出し、さらにそこに研究者を目指す大学院生が加わることで研究テーマ
にも拡がりが生まれ、結果として産学連携が大学院教育にも寄与できるという効果を生んだ。
産学連携は、単に教育研究面での産業界との結びつきを強めただけではなく、職員の業務にも
インパクトをもたらし、それが教職協働を強めた。このことにより、教員が果たすべき役割、職
員が果たすべき役割が明確になり、どちらかというと、元来教員の仕事として位置づけられたも
のを引き受けて支援する、という受身的な教職協働から、教員・職員それぞれが機能を発揮して
教育研究を協働して担うという位置づけに変化した。職員のやりがいや内発性を基礎に、職員の
教育研究政策への積極的関与の重要性と可能性を拓いたことにもなる。
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（4）立命館アジア太平洋大学（APU）開学に向けた教職協働
2000 年の APU開学に際して、留学生確保に向けて大きな全学的取り組みを行った。これが所

謂「海外行動」である。APUの留学生として獲得したい国・地域について、その国・地域の専
門家教員と課長職以上の職員とがペア（あるいはチーム）を組み、APUに留学生を獲得する方
策を検討し、現地に出向いてその折衝に当たるという壮大な計画であった。一部を除いて当時の
課長職以上が全員ひとつの国・地域を担当し、国・地域ごとの異なる事情を踏まえて、担当と
なった教員と協議して当該国・地域を訪問し目標を達成する取り組みであった。
この取り組みを通して、教職協働の観点から明らかになったことは、3点に集約できる。第一
は、職員が大学の新しい課題について教員と対等の立場で責任を負うという経験をしたことであ
る。APU留学生の確保は、日常の教職員の業務とは直接的に関係せず、それとは別に新たに課
せられた任務であった。この点では教員・職員ともに同じであって、それぞれのバックグラウン
ドを有していても、独自の方法を見い出すために双方で知恵を出し合い行動することによって成
果を獲得しなければならない。教員はその専門に近い国・地域に割り当てられていたが、それを
除いては教員・職員それぞれが有する資源を生かしてこの取り組みに参画した。教員・職員それ
ぞれの立場を理解して共通の新たな課題に取り組む経験となったということである。第二は、大
学全体の戦略目標という、日常業務とは異なる次元の高い目標に教職員が向かうことによって、
小さな違いや差にこだわることなく、双方がどうしたら最高のパフォーマンスを発揮できるかと
いう点で協働して行動することができたことである。教員・職員が相互にその強みや弱みを理解
する有意義な契機であったともいえる。第三は、職員は課長以上が参加したことにより、課長補
佐以下の職員がその取り組みを意識するしないに関わらず近くで見ることになったということで
ある。部次長や課長の姿勢は部下に大きく影響するものであり、職員組織全体の意識改革にも大
きな刺激となった。
この取り組みは、産学連携の取り組みを経験したからこそできたことであるが、原点はほぼ同
じ考え方にもとづくものである。より高い共通の目標を提示することによって、協働は大きく前
進し高いパフォーマンスを獲得することが確認でき、大きな意義があるといえよう。

（5）2000 年代の教職協働
立命館大学においては、教職協働の基盤は上記の通り 1980 年代から 2000 年前後までに大きく
形成された。紹介した取り組み以外にも、課外活動の顧問や副部長を教員とともに職員が担うし
くみの構築（1994 年発足）や、学部や国際部が主催する正課・正課外の海外研修やフィールド
トリップへの教員と協働しての引率派遣などにも積極的に取り組んできた。また各学部教学改革
の検討に際して、事務室職員を委員として検討チームに加える学部も生まれている。各職場にお
いて、教職協働は大きく拡がっていると見るべきであろう。
さらに 2000 年以降では、社会貢献のひとつとして取り組んできた国際協力事業においても教
職協働は進んでいる。独立行政法人国際協力機構（JICA）などが行う世界の大学への支援は、教
育研究の内容、進め方だけではなく、日本で培った大学運営、人材育成などにも大きな期待が寄
せられており、立命館大学でもいくつかの取り組み事例がある。これは裏を返せば、日本の大学
は教育研究の質やカリキュラムの面だけではなく、大学マネジメントにおいても高い評価を得て
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おり、職員の果たしている役割を可視化してそれを国際協力事業に生かすことができる。大学の
なかで職員の担う役割が非常に重要であることを表しているともいえる。グローバル化が進展す
るなかで、こうした取り組みを拡大していくことは、教職協働のいっそうの強化にもに寄与する
であろう。

5．教職協働の質転換

（1）教職協働をいかに進めるか
立命館大学を事例に教職協働がどのように発展してきたかを、事例を挙げて現状を俯瞰した。
これらの取り組みをいっそう強化、前進させることは、何よりも大学としての目標達成にとって
意義がある。時代背景が厳しい環境になればなるほど、教職協働の積み重ねは重要度を増してく
ることは間違いない。
しかし、本学における教職協働の歴史を見ればその多くは新しい分野、これまで手をつけられ
ておらず、取り組めていなかった分野で大きく寄与している。つまり、現行業務の見直し、圧縮、
整理の観点から現行業務に取って代わったものではない。
また元来教員の業務であったものを教育研究の高度化を妨げない、あるいは発展させる観点か
ら取り組んできた支援型ともいえる教職協働についても、結果的に教員が教育研究活動に専念で
きる条件整備であることから、職員業務としては増加要因になっているという事実は否めない。
さらに、教職協働のこれまでの経験から、それをいっそう高度化させようとすれば、職員の当
該分野におけるスキルアップと力量向上は不可欠である。専門性が必要となり、定型的事務処理
業務は他の職員（有期雇用職員等が担う場合が多い）に委ねることになり、結果として業務量は
トータルに見て増大していることが多い。
今日の大学をめぐる環境は、戦後日本の教育体制が体験したことがない、大きな曲がり角に来
ている。右肩上がりの社会モデルから、持続可能な社会モデルへと展開するなかで、大学も同様
の環境もしくはそれ以上に難しい環境にある。18 歳人口の漸減と進学率上昇の低減、父母の経
済負担の限界性、心の面で多様な問題を抱える学生の増加に伴う対応策の必要性、教育研究設備
等の更新やアメニティなど学ぶ環境充実の重要性など、どれをとっても、大学にとって負担増と
なる要素ばかりである。負担が拡大し業務が増加するなかで、人的資源や財政は現行の範囲内
（もしくはそれを圧縮して）でやらざるをえない状況にあることを認識しなければならない。こ
の環境で従来型の教職協働を進めると、たちまち業務増にもなりかねないということに留意する
必要がある。
こうした時代に対応していくためには、次の三点が重要な要素となる。第一は、職員固有の役
割の発揮として「経営」を意識することである。私立大学はもちろんのこと、国公立大学を含め
すべての学校法人は経営体であり、経営が成立していなければならない。このことは教員に要請
してもストレートに受け止められることが難しく、職員がその意識を徹底し、教職協働の過程に
「経営という物差し」を持ち込んで、取り組みに参画していくことが重要となっている。第二は、
教育研究の質向上に職員の立場から明確な意思表明をすることである。教員と職員は元来、採用
された経緯も異なり、教員は研究業績などが基本であるが、職員は大学・学校法人という組織へ
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の就職である。その違いを前提に建学の精神や教育研究の理念、ビジョンやミッションなど共通
の目標を実現していくためには、それぞれの役割に徹することが重要である。どういう大学像を
描き、どういう大学運営、経営を目指すのかという観点では、教員を超える政策を提示する責務
が職員にはある。第三は、教員・職員の前提である大学構成員としての原点に回帰することであ
る。「学生目線」「学習者中心」という視点で、あらためて教員・職員がともにこれまでの取り組
みを総括し再構築することが必要であろう。

（2）教職協働の一層の高度化
大学の営みは、これまで見てきたように歴史的な積み重ね、深い議論のうえに今日の姿がある。
そして教職員の努力の積み重ねのなかで、新しい大学の成長した姿を展望することができる。こ
れはこれまでの組織の延長線上の一層の成長を目指すものであり、ここではこれを「成長モデ
ル」1）と呼ぶ。この「成長モデル」は、右肩上がりの時代背景のもと、先行する大学にキャッチ
アップする環境下においては順当で効果的な取り組みである。
しかしいま大学が置かれているのは、そうした時代状況下ではなく、きわめて厳しい環境にあ
る。その点ではこれまでの大学運営・経営の仕方、すなわち歴史的に積み重ねてきた教職協働の
歴史からは見出すことができない、新たなモデルの模索が必要になっているのではないだろうか。
すなわち、これまでの取り組みとの連続性にとらわれない非連続の発展が求められるのである。
ここではこれを「発展モデル」と呼ぶ。
教育の質向上から質転換へという、昨今の政府や文部科学省の高等教育政策は、いまや「成長
モデル」では対応できない課題に、各大学の責任で挑戦するように求めており、まさに「発展モ
デル」の構築が必要とされている。
日本の高等教育は戦後大きく転換したが、現在大学がおかれている状況は、それに次ぐ、ある
いはそれをも凌駕する大きな転換期を迎えていると見なければならない。上記に述べた「成長モ
デル」という大学の運営・経営に大切な着実な積み重ねを重要視しながらも、それだけに縛られ
ることなく、大胆に発想を変えて、教職協働の一層の高度化を目指し、それが大学改革に結実す
るよう、準備を開始しなければならないのである。

6．教職協働の展望

それでは教職協働は、この先どのように展開することが求められるのであろうか。そもそも教
職協働は本質的に学生の学びや成長、大学の発展に寄与するものであることはいうまでもない。
時代の要請と社会の環境変化にふさわしい機能を果たすことができれば、引き続き大学改革の大
きなエンジンとなることができる。
現在までの教職協働を再度振り返ってみたとき、どこに弱みがあるのか。本来取り組むべきで
あるにも関わらず取り組めていない分野があるのだろうか。あるいは、教職協働の取り組みに二
の足を踏んだり避けたりして、それが今日求められる大学改革の足かせにはなっていないだろう
か。そういう視点で教職協働を見直し、将来に向けた展望を検討する。
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（1）教育研究の充実と教職協働
これまでの教職協働について、様々な領域の取り組みを振り返ると、まずもっとも進行してい
る領域は研究支援分野である。研究会の庶務的業務、研究会報等の編集や資料整理など、最も取
り組みやすい分野であったといえよう。また入試、就職、学生生活支援などの面においても、数
多くの教職協働事例がある。これらは、教育そのものを支える外延的要素として説明してきたも
のであり、職員の業務として概ね確立しているが、それぞれの領域の部長（執行責任者）は教員
役職者が就任し、全体の統括を行っていることが多い。しかしその内実は、教員しかできない分
野を除けばほとんどの業務を学部等の担当役職の教員とともに職員（職員組織）が主導で進めて
いる。また教育の分野においては、教授会での審議・決定のもとで、そのシステム、履修登録、
時間割編成、成績管理、学籍管理などその多くの業務を職員が担っている。もちろん、カリキュ
ラム編成や教員任用、単位の授与あるいは入試の作問等に関しては、教員が専ら取り組む業務で
あり、これらは各学部等で定めるアドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマ
ポリシーに基づいて教授会で判断されるものである。
ところで、これまで職員が関与し貢献してこなかった、すなわち全面的に教員が担ってきた業
務のなかには、教職協働の対象とする課題は本当にないだろうか。これまでの教員・職員の役割
とその分担を前提にした現行の延長線上の「成長モデル」ではなく、連続性にとらわれない「発
展モデル」で考えるという視点にたって、新たな形で教育研究の高度化、充実に寄与するために、
一層の職員の関わりはありうるのか、教職協働は成立しないのかについて、考察を試みることと
したい。ただし筆者は教学領域での業務経験がないため、新たな大学改革につながると考える 2
つの分野・課題にしぼって、新たな教職協働の可能性について検討を試みる。

（2）カリキュラムと教職協働
第一はカリキュラムと職員の関わりである。カリキュラムとは元来ラテン語に由来し、走る
コースや走路を意味し、「教育課程。学校教育の内容・計画を発達段階や学習目的に応じて配列
したもの」（『広辞苑 第五版』岩波書店）と定義づけられている。これは教育課程の根幹を成し、
教授会で決定する重要事項のひとつである。カリキュラム編成の重要な視点は、学問分野の動向
やそれを踏まえた教授すべき内容に加えて、学生がその意図・内容をどれだけ理解し修得できる
かであろう。つまり、カリキュラムは学問分野の視点と学生の視点とによって編成されるもので
ある。そもそもカリキュラムとして配置される科目や科目群は、ディプロマポリシーを達成する
ための要素であり、その科目が開設されることによってカリキュラム目標がどれだけ達成できる
のかという視点から考察することがきわめて重要である。このように考えると、カリキュラム改
革を検討するために必要な視点は、①学問動向と専門的意味、②受講する学生への相応性、③カ
リキュラム目標の達成の三点に整理され、これらがバランスよく反映されることであると解する
ことができる。
では、カリキュラム改革の課題に職員はどのようにコミットすることができるのであろうか。
確かに学問動向や専門的意味は、その分野の教育研究に直接的に携わるなど造詣の深い教員以外
に判断することはできないものであり、職員がコミットすることは一般的には困難である。一方、
受講する学生への相応性に関しては二側面があり、教員側から見たときの相応性については専門
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的意味と同様、職員としてコミットすることは困難であるが、学生側から見た時の相応性に関し
ては、アンケート、学生面談などを通して調査・分析したことを反映することが必要であり、す
でに職員はこの業務に携わっている。IR（Institutional Research）の取り組みもこれと大きく関
連しており、入学から卒業までの学生のキャリア設計と学びの満足度をデータで検証し、フィー
ドバックすることを通じて、カリキュラムの改革や充実に貢献できる。さらにカリキュラム目標
の達成については、ひとつひとつの授業がカリキュラム全体のなかでどのような期待と位置づけ
が与えられているかという俯瞰的な視点から検証することが重要である。この点、教員はそれぞ
れ専門分野をもち、担当する授業が定められている当事者であることから、俯瞰的な視点で教員
が相互にこの確認をしあうことは、ある意味で宿命的に困難である。つまりカリキュラム全体を
俯瞰して、適切なカリキュラムに改革・充実させていくためには、カリキュラム目標、その前提
となるディプロマポリシーを深く理解していることを前提として、職員がその担い手となること
は可能ではないだろうか。もちろん、この業務を専門職員が担うという考え方もあろう。少なく
とも、異なる専門領域を担う教員どうしが、教授会組織のなかでお互いにその検証を行うことは、
他の学問分野の否定、科目価値の低減と捉えられることを恐れたり、俯瞰的あるいは客観的に科
目の評価をする際に当該教員の専門性に引き摺られたりすることが懸念される。真にカリキュラ
ム目標に応える科目設定となっているかについての検証機能を果たすことに対して、教員とは異
なる立脚点に立ち、職員としてコミットする余地があるのではないか。たとえば、カリキュラム
のマッピングシートを作成し、それぞれの科目の位置づけのみではなく、カリキュラム全体の目
標との関係でどのように説明できるかを示すなど、可能な限り客観化・可視化していくツールを
開発すれば、職員が十分担いうるのではないだろうか 2）。またこのコミットによってなかなか取
り組みにくかった、科目精選やカリキュラムの見直しを図ることができれば、前述したこれまで
の発想とは異なる「発展モデル」のカリキュラム改革を可能にする。大学をめぐる厳しい環境の
なかにあっては、これまで十分に取り組めてこなかった課題についても聖域とせず、職員が関わ
ることにより、的確なカリキュラムにしていく取り組みができれば、未来の大学に新たな展望を
拓くことになる。
今次はカリキュラム改革を例にとって説明したが、これまで教員で完結すべきこととしてきた
ことを要素分解して、客観化・可視化することにより、新たな視点を取り入れた改革ができると
いう可能性を示唆した。これからの職員組織は、教員組織のみでは改革できなかった課題につい
ても、職員が持ちうるミクロの視点（日常的に細かなデータをとり分析をして実態を理解してい
る）とマクロの視点（ディプロマポリシーを各科目の論理に拘らず俯瞰的に見る）とを生かして、
教育研究の深部にまで関わった改革に寄与することができるのではないか。ここに教職協働の新
たな可能性があり、こうした取り組みが、合理性や効率性を厳しく求められる時代状況を打開す
ることにもつながると考える。

（3）グローバル化への展開と教職協働
グローバル化が叫ばれるなか、各大学においても様々な取り組みが行われている。たとえば早
稲田大学は 2013 年度からクォーター制を導入している。これは必ずしもいわゆる秋入学制度の
課題として進められたものではなく、グローバル化への対応が主な目的であると説明されてい
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る 3）。より具体的には、グローバル化課題を進めるためには、多くの留学生を受け入れ、多くの
留学希望者を柔軟に送り出せる仕組みが不可欠であり、特に海外で多く設定されているサマー
セッション（6月から 8月）の受講は海外留学経験を飛躍的に向上させるために不可欠であるが、
日本の通年制、セメスター制度のもとでは授業や定期試験との関係でこのサマーセッションを受
講できないという問題がある。また諸外国の大学教員の多くは 9月から翌年 5月を単位にペイを
受け取る仕組みになっており、6月から 8月はどこで教育研究活動を行っても差し支えないのが
通例といわれている。早稲田大学は学生が海外のサマーセッション参加の条件を保証し、合わせ
て有力な外国大学の教員を短期に招聘できるしくみとして、クォーター制度を導入したとされて
いる。
この考え方の根底には、教員の授業のやりやすさ、学問的性質の視点からではなく、学生をグ
ローバルに育てたいという教育上の上位目標の視点から制度変更を試みられたものと見ることが
できる。早稲田大学において今次の提案が教職協働で提案されたものかどうかは不明であるが、
少なくともグローバル化という大学教育そのものの目的のひとつをブレイクダウンしたものであ
り、職員や職員組織からも十分提案できるものである。しかし、これをカリキュラム編成の課題
としてとらえると、教員の専決課題であるとの整理になる。そうではなく、社会のニーズに応え
ていくためには同じ課題に対して全く異なる角度から切り込んでいくことも十分可能であること
をこの事例は示している。同時に粘り強くその実現に向けて学内合意をつくり、関係する諸問題
を丁寧に解決していくことも、職員の使命である。またこのように学生の学びや成長に関わる根
本課題に、教職協働で様々な調査・分析を行うことによってそのアイデアは生まれてくるもので
あり、いくつかの現実的問題や課題を突破する知恵も同時に生成されるのではないだろうか。こ
れも「発展モデル」の教職協働によって、大学改革のエンジンとなりうるものの事例である。

おわりに

教職協働の到達点を大切にしながら、その将来展望について考察を試みた。これらは教授会批
判や大学の自治否定とは全く次元の異なるものである。大学の自治や学問の自由は保証されるべ
きものであり、自由闊達な研究があってこそ、社会に有為な人材を育成する教育が展開できる。
またその根底には、教員・職員の相互の信頼関係が不可欠である。これは教職協働が大学改革の
エンジンとなるための前提条件である。
この先 10 年、20 年のスパンで大学の将来像を考えた場合、現在の延長線上の取り組みから、
新しい大学の姿を描ききることは困難である。少なくとも早晩、困難や機能不全に陥ることは避
けられない。だとすれば、大学にとってきわめて厳しい時代を乗り越え、社会のニーズや期待に
応え続けていくためには、これまでの取り組みに加えて、新たな発想のもと、大学改革を模索す
るより道はないのである。
教職協働は、職員にとって大きな希望と働きがいを与えてくれた。同時に多くの大学改革を達
成する上でも、大きく寄与したといえる。職員にはもっと大学を充実させたい、学生を支援した
い、教育研究の質を高めたいという内発的要求が存在している。これを大切にして、これまで教
職協働が可能であるとされてこなかった分野も聖域とせず、大胆に挑戦していくことこそ、大学
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発展の道であり、教職協働が大学改革のエンジンとして機能することでもあると考える。
職員が新たな教職協働を担うためには、それにふさわしい力量の涵養が必要であり、場合に
よっては職員の専門性を高めるための人事制度や専門職導入なども検討課題となろう。しかし、
その前提として、職員ひとりひとりが自律性を高め、組織で仕事を進める姿勢を持って取り組ん
でいくことが、今日の大学で働く職員の責務であると筆者自身も自覚して、稿を終えたい。

 （以上）

注
１）「成長モデル」と「発展モデル」の整理は、「イノベーションか、インプルーブメントか～発展と成長
に関わる概念の整理～」（妹尾堅一郎著、2007.10.27、研究・技術計画学会年次学術大会講演要旨集）に
示されたものを、筆者が大学に引き付けて使用したものである。「技術力で勝る日本が、なぜ事業で負
けるのか」（妹尾堅一郎著、2009 年、ダイヤモンド社）にも記されている。妹尾堅一郎氏は、日本私立
大学連盟主催の研修事業のひとつである「創発思考プログラム」（2009 ～ 2013 年）の講師として、大学
における「成長」と「発展」との違いについて説明され、筆者はそれを聴講して、参考にしている。
２）カリキュラム改革への職員の参画や、マッピングシートの活用に関しては、日本私立看護系大学協会
主催の講演会（2013 年 3 月 17 日、東京（飯田橋レインボービル・家の光会館））「学士教育の一貫性と
それを実効するための管理者および教員の役割」で、名城大学・池田輝政氏が講演されている。筆者は
直接聴講していないが、2013 年 11 月 15 日に西部地区金曜会講演「今日求められる教学改革の方向性と
職員の役割」（講師：池田輝政氏）でその内容を紹介されたものを聴講し、参考にしている。氏はカリ
キュラム改革が、大学改革の中心であることを説き、そこでの職員の役割の重要性を強調している。同
種の内容は、大学教育学会第 33 回大会（2011 年 6 月 4 ～ 5 日、桜美林大学）においても、池田氏が「学
士課程のカリキュラム設計における教職協働」というテーマで、ラウンドテーブルにおいて報告されて
おり、筆者は出席していないが、関連文献の記述を踏まえて、本稿の参考にしている。
３）早稲田大学のクォーター制に関しては、各紙が報じている（たとえば、日本経済新聞 2012.3.1「早大、
13 年から 4学期制　留学促進へ独自路線」）。その狙いは、「秋入学と国際化の実現にはクォーター制の
導入が必須」（早稲田大学理事（教務部門総括）・田中愛治氏のインタビュー、「学研・進学情報」、2012
年 8 月号）に詳しい説明がある。また、2013 年 11 月 16 日に開催された日本私立大学連盟主催「私立大
学フォーラム」（京都産業大学壬生校地「むすびわざ館」）では、「多様化する時代を乗りきるための私
立大学から提案」とする「意見発表」のなかで、田中氏が「4学期制（Quarter制）を活用するグロー
バル教育の推進―早稲田大学の 4学期制と Global Education Centerの事例―」において報告されており、
筆者はこれを聴講して参考とした。
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